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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タイマー手段と、記憶手段と、演算手段と、生体電気インピーダンス法に基づき被験者
の身体に交流電流を印加して、生体電気インピーダンスを測定するための身体に接触する
２対の電極と、身体のインピーダンス値を測定するインピーダンス測定手段と、を備え、
　前記被験者の所定の回数分のインピーダンス測定値および測定時刻から前記被験者に固
有の時間帯別の基準インピーダンス値を演算手段により算出して記憶手段に記憶し、測定
したインピーダンス値と測定時刻に対応する前記基準インピーダンス値との差に基づきむ
くみ度を算出して、被験者の身体の疲労度を判定することを特徴とする身体疲労度判定装
置。
【請求項２】
　前記被験者に固有の基準インピーダンス値が、当該被験者のインピーダンス値を測定す
るごとに更新される請求項１に記載の身体疲労度判定装置。
【請求項３】
　前記基準インピーダンス値が、所定の回数分のインピーダンス測定値の平均値である請
求項１または２に記載の身体疲労度判定装置。
【請求項４】
　前記算出したむくみ度を表示する表示手段を備える請求項１から３のうちのいずれか１
項に記載の身体疲労度判定装置。
【請求項５】
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　前記表示手段は、複数のグラフを切り替えて表示する請求項４に記載の身体疲労度判定
装置。
【請求項６】
　前記交流電流は、複数の周波数を用いる請求項１から５のうちのいずれか１項に記載の
身体疲労度判定装置。
【請求項７】
　前記身体に接触する２対の電極は、脹ら脛（ふくらはぎ）をまたいで接触するように設
けられている請求項１から６のうちのいずれか１項に記載の身体疲労度判定装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、身体疲労度判定装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般的に、長時間の立ち仕事等により疲労した下肢、特に脹脛にむくみが発生することが
多く、このようなむくみは、重力の影響により水分やリンパ液が体幹部へと戻れずに滞留
してしまうことが原因とされる。また、長時間の座り仕事や足の組みっぱなしにおいても
同様なむくみが見られ、この場合は、脚部を長時間曲げているために関節部分等での血液
やリンパ液の流れが悪くなるため、水分やリンパ液が体幹部へと戻ることができないこと
が原因と考えられる。このように、同一の体勢が続く仕事等による疲労に伴いむくみが生
ずる。いずれの場合でも、基本的には重力が大きく作用し、そのために水分の滞留が起こ
ることから、１日の生活の中での起床している時間においては、程度の差こそあれ、むく
みは発生し、また、蓄積されていく。
【０００３】
しかし、誰にでも起こりうるこのようなむくみであるが、通常、翌日には回復する。これ
は、睡眠等により体を横にして寝る、つまり横臥位を取るため、むくんでいた部分の水分
が全身へと拡散するためである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このようにむくみは、起床時より発生し徐々に蓄積され、ある時期に極大となり、就寝後
回復し始め、翌日起床時には、ほぼ前日の起床時の状態に回復するようなサイクルとなる
。しかし、このむくみの程度については、その日の活動状況による変化や個人差等があり
、各人一様ではなく、また、そのむくみ程度の感じ方もまたそれぞれである。
【０００５】
したがって、ある人の場合には、翌日になってもむくみがとれず、疲労が蓄積されてしま
っているのに、そのことをあまり感じずに、無理を続けてしまい健康を害してしまうこと
になってしまうこともある。また、足のむくみ等を感じながらも、翌日には普通に回復す
るであろうと楽観視して、重大な病因の前兆であるようなことを見逃してしまうこともあ
る。
【０００６】
このよう可能性をなくするためには、各人の疲労度を客観的に判定できるような装置があ
ればよいのである、従来においては、この種の簡便な装置はなかった。
【０００７】
本発明の目的は、個人個人の身体の疲労度を簡単に判定できるような身体疲労度判定装置
を提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明による身体疲労度判定装置は、生体電気インピーダンス法に基づき被験者の身体
に交流電流を印加して、生体電気インピーダンスを測定するための身体に接触する２組の
電極と、身体のインピーダンス値を測定するインピーダンス測定手段と、測定したインピ
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ーダンス値に基づき細胞内外液比を求め、むくみ度を算出する手段と、基準のむくみ度を
記憶する記憶手段と、該記憶手段に記憶されている基準のむくみ度と算出したむくみ度と
の比較に基づき、被験者の身体の疲労度を表示する表示手段とを備えることを特徴とする
。
【０００９】
　本発明の一つの実施の形態によれば、前記記憶手段に記憶されている基準のむくみ度は
、過去に複数回算出した平均値である。
【００１０】
　本発明の別の実施の形態によれば、前記表示手段は、前記記憶手段に記憶されているむ
くみ度から、その変化の推移をグラフで表示する。
【００１１】
　本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記表示手段は、複数のグラフを切り替える
グラフ選択手段を備える。
【００１２】
　本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記交流電流は、複数の周波数を用いる。
【００１３】
　本発明の一つの実施例によれば、前記身体に接触する２組の電極は、脹ら脛（ふくらは
ぎ）をまたいで接触するように設けられている。
【００１５】
【発明の実施の形態】
次に、添付図面に基づいて、本発明の実施の形態および実施例について、本発明をより詳
細に説明する。
【００１６】
先ず、本発明の原理について説明するに、本発明によれば、１日１日の活動状況に応じて
身体に生じる体水分分布の変動によるむくみを、生体電気インピーダンス測定により検出
することで、その度合や長期的な傾向を調べることにより、身体の疲労度を判定する。そ
して、このような判定においては、前述したように、むくみの度合は個人差等があるため
、単純に、ある一定の値と比較することではむくみの度合を判定できないため、基準の値
として個人の標準的なむくみの度合を予め測定し、記憶しておくことで、それを基に現在
のむくみの度合を判定し、また、長期的なむくみの傾向を見るのが好ましい。
【００１７】
また、起床後の生活活動である運動や仕事等も、むくみの一因であることから、それらの
生活活動による疲労をむくみの度合と関連付けることができるので、この疲労の度合を先
に求めたむくみの度合から判定して、表示できるようにするとよい。
本発明によれば、日常生活において周期的に発生するむくみの度合を検出し、また個人差
のあるむくみの程度を、ある時期のその個人の測定値を基準とし、検出されたむくみの程
度を比較することで、むくみの度合として客観的に判定できる。
【００１８】
また、ある期間内でのむくみを計測することで、その期間内の体調や疲労の蓄積具合等を
、ある程度客観的に推測することも可能となる。例えば、むくみの計測をある期間の間、
起床時と夜または就寝時に行い、起床時と夜または就寝時のむくみの度合の変化を見た場
合を考える。前述したように、通常は翌日の起床時には回復するむくみが、完全に回復せ
ずに、起床時の計測において徐々にその度合を増した場合や、夜または就寝時におけるむ
くみの度合が増していく場合には、むくみが１日の生活サイクルの中で回復されず、徐々
に蓄積されていっていることを表す。すなわち、このことは、１日の生活サイクルの中で
回復されなかった疲労が蓄積されたとも考えられる。
【００１９】
次に、本発明において用いる生体電気インピーダンス測定法について説明するに、先ず複
数の周波数を用いる多周波生体電気インピーダンス測定が考えられる。この多周波生体電
気インピーダンス測定によれば、生体電気インピーダンス値のみならず、生体の各種パラ
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メータ、細胞外液抵抗、細胞内液抵抗および細胞膜容量等を基に、体水分量、全身におけ
る細胞内液量および細胞外液量等、あるいは、測定された部位における水分量、細胞内液
量および細胞外液量等を求めることができる。
【００２０】
これは、生体の電気インピーダンスは、通常、添付図面の図１に示すような、細胞外液抵
抗Ｒｅ、細胞内液抵抗Ｒｉおよび細胞膜容量Ｃｍからなる集中定数による等価回路で説明
されるが、実際には、生体を構成する個々の細胞が、その形状や性質の差異により、それ
ぞれ定数の異なる回路で表されるため、その集合体である生体では、集中定数による等価
回路を測定した場合のようにインピーダンスベクトル軌跡が半円とならずに、コール－コ
ールの円弧則に従う円弧となる。
【００２１】
従って、生体の電気インピーダンスは、一般的に、図２に示すような円弧状の軌跡を描く
ことになる。ここで、横軸は、電気インピーダンスのレジスタンス成分を表し、縦軸は、
電気インピーダンスのリアクタンス成分を示している。生体電気インピーダンスのリアク
タンス成分は、容量性であるため、負の値となり、そのベクトル軌跡は、図２のように実
軸の下側になる。
【００２２】
図３における、Ｒｏ、ＲｉｎｆおよびＺｃは、それぞれ、周波数０Ｈｚにおける生体電気
インピーダンス値、周波数無限大における生体電気インピーダンス値および周波数Ｆｃに
おける生体電気インピーダンス値である。ＲｏおよびＲｉｎｆについては、それぞれ、リ
アクタンスの値が零となるため、レジスタンス成分のみとなる。また、周波数Ｆｃは、リ
アクタンス成分の絶対値が最大となる周波数であり、Ｚｃは、その周波数での生体電気イ
ンピーダンス値である。ここでは、このリアクタンス成分の絶対値が最大となる周波数を
特性周波数と呼ぶこととする。これらの値、もしくは、これらの近似される値から、身体
の組成である体水分量、細胞内液量、細胞外液量、除脂肪量、細胞内外液比等が算出され
る。
【００２３】
また、むくみは、間質液（血管外の組織細胞間に存在する体液）が異常に多く溜まった状
態であり、この間質液は、細胞外液の一つの要素であるため、細胞外液が異常に多く溜ま
った状態とも言える。同時に、細胞外液は、体水分の一つの要素でもあるため、体水分が
多くなったとも言える。しかし、前述したように、日常生活において周期的に発生するむ
くみは、その発生原因の主たるものが重力であることから、その発生部位は、主に、心臓
から離れた四肢の末端付近である。従って、前記間質液または細胞外液または体水分の増
加は、むくみの発生している部位のみの変動を意味している。
【００２４】
本発明において、単一周波数の交流電流を測定電流とする生体電気インピーダンス測定方
法を用いる場合にも、測定された生体電気インピーダンス値より、測定部位間の体水分量
を推定することが可能である。人体の体水分変化は、主に、細胞外液量の変化であり、体
水分量の変化を捉えることは、細胞外液量の変化を捉えることでもある。前述のように、
間質液の変化は、細胞外液量の変化として現われるので、単一周波数の測定電流で生体電
気インピーダンスの測定を行う場合でも、むくみの変化を把握することが可能である。な
お、単一周波数の交流電流を用いて、人体の体水分を推定する技術は、一般的に知られた
既知のものであるので、ここでは詳しく説明しない。
【００２５】
ここで、むくみが発生する前の生体のある部分の間質液量をＷ１とし、便宜上、むくみが
発生する前の間質液が図４の（ａ）に示すように、長さＬ、断面積Ｓ１の円柱状に存在し
、また、その間質液の抵抗率をρとする。このとき間質液の両端間の抵抗Ｒ１は、
Ｒ１＝ρ・Ｌ／Ｓ１
むくみが発生することで、間質液量がＷ２に変化した場合を考える。このとき、円柱状の
間質液の形状も変化するが、図４の（ｂ）のように長さＬは変化せず、断面積のみがＳ１
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からＳ２に変化するとすると、間質液の両端の抵抗Ｒ２は、
Ｒ２＝ρ・Ｌ／Ｓ２
また、円柱の長さが一定であることから、間質液と円柱の断面積は、比例関係にあるため
、Ｗ１およびＷ２は、Ｒ１、Ｒ２を用いて
Ｗ１＝ｋ／Ｒ１　　　　　　　　　（１）
Ｗ２＝ｋ／Ｒ２（ｋは定数）　　　（２）
と表され、間質液の変化量をΔＷとすると、
ΔＷ＝Ｗ２－Ｗ１
式（１）、（２）より、

以上のように、間質液の抵抗を計測することで、間質液の変動量が算出される。また、前
記したように、この間質液の変動は、測定部位での細胞外液量や水分量の変動としても計
測されることから、細胞外液抵抗や生体電気インピーダンスからも求めることが可能であ
る。
【００２６】
以上のように、間質液の変動量が算出される。しかし、これだけでは、単に間質液の変動
が示されるだけで、この変動により生じているはずのむくみの度合を表してはいない。こ
の変動量とむくみの度合の関係には、個人差があり、体格、体質や生活活動強度等により
一様には判定できない。
【００２７】
従って、本発明では、個人のパラメータとして、その個人の平均的な生活状況での計測を
事前にある期間行ない、そのデータを基に基準となる個人の基準値を算出し、その基準値
と計測される間質液の変動量またはその変動量から算出された結果を比較し、個人のむく
み度を判定する。このように、基準として個人の平均的なデータを用いることにより、自
分自身のむくみの度合、疲労の度合または体調等より的確に知ることができる。
【００２８】
図５は、本発明の一実施例としての身体疲労度判定装置の外観を概略的に示しており、図
６は、図５の装置の全体構成を示すブロック図である。この実施例の身体疲労度判定装置
は、図５に示すように、コントロールボックス１と、測定器本体２との２つのユニットで
構成されている。コントロールボックス１および測定器本体２の主な機能部分について、
図６のブロック図を用いて説明する。
【００２９】
コントロールボックス１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、タイマー、ＩＯポート等の機能を
持つマイクロコントローラ３、被測定者の個人パラメータ設定の表示、測定結果の表示お
よび測定時の状況等を表示する表示用ＬＣＤ４、測定制御パラメータや個人パラメータ等
を記憶しておくための不揮発性メモリー５、個人パラメータの入力や不揮発性メモリー５
に記憶された個人パラメータの選択等を行うためのキースイッチ６、外部との入出力を行
うための外部入出力インターフェイス７、およびマイクロコントローラ３により制御され
るブザー回路８を備える。
【００３０】
測定器本体２は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、タイマー、ＩＯポート等の機能を持つマイク
ロコントローラ１０、測定時の状況等を表示する表示部１１、測定時に使用する測定器固
有のパラメータを保持する不揮発性メモリー１２、マイクロコントローラ１０から出力さ
れた信号を生体印加用信号に整形するフィルタ回路１３、このフィルタ回路１３からの出
力信号を被測定者に流すための交流電流出力回路１４、この交流電流出力回路１４の出力
の一端に接続された被測定者に流れる電流を検出するための基準抵抗１５、この基準抵抗
１５を通して接続された測定電流供給電極１６、交流電流出力回路１４の出力の他端に接
続された測定電流供給電極１７、基準抵抗１５の両端の電位差を検出する差動増幅器１８
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、被測定者の２点の電位を検出する電位測定電極１９および２０、これら電位測定電極１
９および２０に接続されそれらの電位差を検出する差動増幅器２１、荷重を検出する重量
センサー２２と、この重量センサー２２からの信号を増幅する増幅器２３、差動増幅器１
８および２１の出力と増幅器２３の出力のうちどれか１つをマイクロコントローラ１０の
制御により選択出力する切替器２４、この切替器２４からの出力であるアナログ信号をデ
ジタル信号に変換しマイクロコントローラ１０へ出力するＡ／Ｄ変換器２５、測定器本体
２に内臓される電池２６、この電池２６に接続されコントロールボックス１および測定器
本体２内の各マイクロコントローラ３、１０により制御されコントロールボックス１およ
び測定器本体２内の各部に電源を供給する電源回路２７を備える。
【００３１】
コントロールボックス１と測定器本体２は、接続ケーブル２８により互いに接続され、接
続ケーブル２８は、コントロールボックス１と測定器本体２との間での通信を行うための
複数の信号線２９と電源を供給するための複数の電源線３０で構成される。
【００３２】
信号線２９は、信号線２９を通じてマイクロコントローラ３からマイクロコントローラ１
０および電源回路９を制御することで、測定器本体２の動作および電源供給を制御し、ま
た、測定器本体２での測定結果等をマイクロコントローラ３に取り込むために使用される
。
【００３３】
次に、測定器本体２について説明する。図５に示されている測定器本体２の表示部１１を
図７に示す。この測定器本体２の表示部１１は、図７に示すように、第１のＬＥＤ３１、
第２のＬＥＤ３２および第３のＬＥＤ３３で構成され、測定の進行状態をそれぞれのＬＥ
Ｄの点灯にて表示する。
【００３４】
第１のＬＥＤ３１は、測定器本体２の初期設定等が終了し、測定を開始可能となった時に
点灯し、測定を開始した時点で消灯する。第２のＬＥＤ３２は、測定を開始すると同時に
点灯し、測定が終了し、測定結果を演算処理している間点灯し続け、演算結果がコントロ
ールボックス１に表示される直前に消灯する。第３のＬＥＤ３３は、第２のＬＥＤ３２の
消灯後点灯し、測定および演算処理が終了したことを知らせ、一定時間後消灯する。
【００３５】
次に、コントロールボックス１について説明する。コントロールボックス１の操作部およ
び表示部を図８および図９に示す。コントロールボックス１は、図８に示すように、測定
結果および過去の測定データ等を表示する表示用ＬＣＤ４、個人の設定やデータの呼び出
しおよび修正を行うためのメモリーキー４１、４２、４３および４４、むくみの度合を測
定せずに体重測定のみを行うための体重測定キー４５、個人の過去のデータを表示オンま
たはオフさせるためのグラフ表示キー４６、本装置で用意される３種類のグラフを切り替
え選択するためのグラフ選択キー４７、表示されたグラフの数値データを表示させるため
にグラフ内のデータを選択するためのデータ選択キー４８で構成される。また、表示用Ｌ
ＣＤ４の要部拡大図を図９に示す。
【００３６】
次に、本実施例における測定の手順、グラフ機能の呼び出し、基準値となる個人の設定デ
ータおよびむくみ度の計算方法について説明する。第一に、測定の手順について、図１０
に示す概略フローチャートを用いて説明する。なお、ここでは、演算に必要な個人の基準
値を表す個人設定データが、全て設定済みであるとして、通常の測定における操作の手順
を説明する。詳細は後に述べるが、この個人設定データとしては、ある期間における朝に
測定した生体電気インピーダンス値Ｚａｍおよびその測定時刻の平均値Ｔａｍと、夕方あ
るいは夜に測定した生体電気インピーダンス値Ｚｐｍおよびその測定時刻の平均値Ｔｐｍ
である。
【００３７】
最初に、メモリーキー４１、４２、４３または４４、もしくは、体重測定キー４５が押さ
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れることで、待機状態から動作状態へ移行する。最初に、押されたキーが体重測定キーで
あるかを判断する（ステップＳ１）。ここで、体重測定キー４５が押された場合は、体重
計として動作し、内部の初期設定終了後、測定器本体表示部１１の第１のＬＥＤ３１が点
灯し、測定を開始して良いことを知らせる（ステップＳ２）。測定器本体２に被験者が乗
ると、第１のＬＥＤ３１は消灯し、第２のＬＥＤ３２が点灯し、測定中であることを示す
。重量センサー２２で荷重が検出されると、その信号は、増幅回路２３で増幅され、切替
器２４に入る。Ａ／Ｄ変換器２５でデジタル信号化され、マイクロコントローラ１０で体
重値が演算される（ステップＳ３）。測定が終了すると、第３のＬＥＤ３２は消灯し、第
３のＬＥＤ３３が点灯し、測定終了を知らせると同時に、表示用ＬＣＤ４に測定結果を表
示し（ステップＳ４）、一定時間待機した後に（ステップＳ５）、第３のＬＥＤ３３を消
灯し、表示用ＬＣＤ４の表示を消去し、待機状態へ移行する（ステップＳ６）。
【００３８】
ステップＳ１において、体重測定キーが押されなかった場合には、次に、メモリーキー４
１、４２、４３または４４のいずれかが押されたかを判断する（ステップＳ７）。ここで
、いずれのメモリーキーも押されなかったときは、動作状態とはならず、待機状態を続け
ることとなる（ステップＳ８）。
【００３９】
メモリーキー４１、４２、４３または４４が押された場合は、押された時刻によりその動
作が異なる。ここで、押された時刻が朝の場合と夕方または夜の場合に分けて説明する。
１．朝の測定の場合
ステップＳ７において、メモリーキー４１、４２、４３または４４が押されたら、押され
たメモリーキー番号に対応するデータを不揮発性メモリー５より読み出し（ステップＳ９
）、押された時のマイクロコントローラ３内のタイマーのデータを読み込む（ステップＳ
１０）。このタイマーからのデータと、朝と夕方または夜の測定かを区別する測定時刻判
定基準値とを比較することで、この測定が朝であるかを判断する（ステップＳ１１）。前
回測定した朝の体重値やメモリー番号等が表示され、さらに、不揮発性メモリー５に記録
されている過去の朝のデータから算出した過去の朝のむくみ度がグラフ表示され（ステッ
プＳ１２）、その後、測定装置の初期化が行われる（ステップＳ１３）。初期化が終了し
測定準備が整ったところで、第１のＬＥＤ３１が点灯し、測定を開始して良いことを知ら
せる。測定器本体２に被験者が乗ると、第１のＬＥＤ３１は消灯し、第２のＬＥＤ３２が
点灯し、測定中であることを示す。重量センサー２２で荷重が検出されると、その信号は
、増幅回路２３で増幅され、切替器２４に入る。Ａ／Ｄ変換器２５でデジタル信号化され
、マイクロコントローラ１０で体重値が演算される（ステップＳ１４）。求められた体重
値は、表示用ＬＣＤ４に表示され（ステップＳ１５）、次に生体電気インピーダンスの測
定が行われる（ステップＳ１６）。この演算は、基準値である個人設定データを基に行わ
れる。このインピーダンス測定については、後で説明する。一連の測定が終了すると、第
２のＬＥＤ３２は消灯し、第３のＬＥＤ３３が点灯し、測定終了を知らせる。ここで、朝
の測定であるかを再度判断し（ステップＳ１７）、朝の測定であれば朝のむくみ度値を演
算し（ステップＳ１８）、表示用ＬＣＤ４の数値表示エリアに演算された朝のむくみ度と
不揮発性メモリー５に記憶されている前回の朝のむくみ度値を表示し（ステップＳ１９）
、今回のデータを用いて更新したグラフをグラフエリアに表示し（ステップＳ２０）、今
回の測定結果および測定時刻を不揮発性メモリー５に記録し（ステップＳ２１）、必要で
あれば外部入出力インターフェイス７より結果を出力し（ステップＳ２２）、一定時間待
機した後に第３のＬＥＤ３３を消灯し、表示用ＬＣＤ４の表示を消去し（ステップＳ２３
）、待機状態でと移行する（ステップＳ２４）。
２．夕方または夜の場合
ステップＳ７において、メモリーキー４１、４２、４３または４４が押されたら、押され
たメモリーキー番号に対応するデータを不揮発性メモリー５より読み出し（ステップＳ９
）、押された時のマイクロコントローラ３内のタイマーのデータを読み込む（ステップＳ
１０）。このタイマーからのデータと、朝と夕方または夜の測定かを区別する測定時刻判
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定基準値とを比較することで、この測定が夕方または夜の測定と認識され（ステップＳ１
１）、前回測定した夕方または夜の体重の値やメモリー番号等が表示され、さらに、不揮
発性メモリー５に記録されている過去の朝と夕方または夜のデータから算出した一日のむ
くみ度がグラフ表示され（ステップＳ２５）、その後、測定装置の初期化が行われる（ス
テップＳ１３）。初期化が終了し測定準備が整ったところで、第１のＬＥＤ３１が点灯し
、測定を開始して良いことを知らせる。測定器本体２に被験者が乗ると、第１のＬＥＤ３
１は消灯し、第２のＬＥＤ３２が点灯し、測定中であることを示す。重量センサー２２で
荷重が検出されると、その信号は、増幅回路２３で増幅され、切替器２４に入る。Ａ／Ｄ
変換器２５でデジタル信号化され、マイクロコントローラ１０で体重値が演算される（ス
テップＳ１４）。求められた体重値は、表示用ＬＣＤ４に表示され（ステップＳ１５）、
次に生体電気インピーダンスの測定が行われる（ステップＳ１６）。この演算は、基準値
である個人設定データを基に行われる。一連の測定が終了すると、第２のＬＥＤ３２は消
灯し、第３のＬＥＤ３３が点灯し、測定終了を知らせる。ここで、測定した時間帯を再度
判断し（ステップＳ１７）、夜の測定であれば、一日のむくみ度値を演算し（ステップＳ
２６）、表示用ＬＣＤ４の数値表示エリアに測定結果として一日のむくみ度と、先に測定
した朝のむくみ度値を表示し（ステップＳ２７）、今回のデータで更新したグラフを表示
し（ステップＳ２８）、今回の測定結果と測定時刻を不揮発性メモリー５に記録し（ステ
ップＳ２２）、必要であれば外部入出力インターフェイス７より結果を出力し（ステップ
Ｓ２２）、一定時間待機した後に第３のＬＥＤ３３を消灯し、表示用ＬＣＤ４の表示を消
去し（ステップＳ２３）、待機状態へ移行する（ステップＳ２４）。
【００４０】
次に、複数の周波数の交流電流を用いた生体電気インピーダンス測定動作について説明す
る。
【００４１】
この多周波生体電気インピーダンス測定は、周波数Ｆｉをｉ＝１からはじめて、設定され
ているｎ回に亘り行う。第一番目の周波数における測定の初期設定として、ｉ＝１が設定
され（ステップＳ３１）、このｉの値によって周波数Ｆｉが設定される（ステップＳ３２
）。マイクロコントローラ３内のＲＯＭに予め配置された測定制御パラメータ、もしくは
、外部入出力インターフェイス７からＲＡＭに設定された測定制御パラメータ（以下、測
定制御パラメータと略記する）を基に、マイクロコントローラ１０に出力信号周波数を設
定され、その出力信号が電流出力回路１４へ出力される。電流出力回路１４は、電流値が
設定可能な定電流出力回路で構成されており、測定制御パラメータを基に出力電流値が設
定され、その交流電流出力は、測定電流供給電極１６、１７を通して被測定者に印加され
る。
【００４２】
この時、被測定者に流れる電流を基準抵抗１５により検出し、その出力のアナログ信号を
Ａ／Ｄ変換器２５を用いてデジタル信号に変換し、その結果をマイクロコントローラ１０
のＲＡＭに記憶する。同時に、被測定者に貼り付けられた電位測定電極１９、２０を通し
て差動増幅回路２１に入力され、差動増幅回路２１は、入力されたそれぞれの電位の差分
である電位差信号を、Ａ／Ｄ変換器２５に出力する。Ａ／Ｄ変換器２５は、入力されたア
ナログ信号をデジタル信号に変換することで生体電気インピーダンスを測定し（ステップ
Ｓ３３）、その結果をＲＡＭに記憶する（ステップＳ３４）。
【００４３】
第一番目の周波数によるインピーダンス測定が終了したら、ｉ＝ｉ＋１とし（ステップＳ
３５）、規定の測定回数を終了していないか判定する（ステップＳ３６）。ここで、ｉが
設定回数のｎを越えていたら、インピーダンスの測定は終了となり、未だ越えていなけれ
ば、ステップＳ３２に戻り、次の周波数でのインピーダンス測定を行うことになる。
【００４４】
次に、測定値から、インピーダンスベクトル軌跡およびそれに関するパラメータを算出す
る。生体の電気インピーダンスは、前述したような理由から、インピーダンスベクトル軌
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跡が半円とならずに、コール－コールの円弧則に従う円弧となるとされている。従って、
生体の電気インピーダンスは、一般的に、図２に示すような円弧状の軌跡を描くことにな
る。求めるベクトル軌跡が円弧であるという仮定から、Ｆｉ周波数（ｉ＝１～ｎ）におけ
るそれぞれの生体電気インピーダンス測定値Ｚ１、Ｚ２、……・Ｚｎは、図３に示すよう
になる。ここでは、インピーダンス平面の実軸（横軸）をＸ軸、虚軸である縦軸をＹ軸と
して記述する。
【００４５】
そして、座標上にプロットされたＺｉ（ｉ＝１～ｎ）から、一つの相関関数を得る。それ
が、下式となるのである。
【００４６】
（Ｘ－ａ）2＋（Ｙ－ｂ）2＝ｒ2

ここで、ａは、円の中心のＸ座標、ｂは、円の中心のＹ座標、ｒは、円の半径を表してい
る。これら、すなわち、ｎ点間の近似相関式である。これにより、
Ｘ＝ａ±√（ｒ2－ｂ2）
が得られ、さらに、Ｒｏ＞Ｒｉｎｆであるから、
Ｒｏ＝Ａ＋√（ｒ2－ｂ2）
Ｒｉｎｆ＝Ａ－√（ｒ2－ｂ2）
となる。これより、図１の等価回路におけるＲｅおよびＲｉは、
Ｒｅ＝Ｒｏ
Ｒｉ＝Ｒｏ・Ｒｉｎｆ／（Ｒｏ－Ｒｉｎｆ）
と求められる。
【００４７】
特性周波数ＦｃにおけるインピーダンスベクトルＺｃは、そのときの虚軸成分であるリア
クタンス、すなわち、ここでのＹ軸成分の絶対値が最大になる点であるため、その実軸成
分であるＸ座標および虚軸成分であるＹ座標は、
Ｘ＝ａ、　Ｙ＝ｂ－ｒ
従って、
Ｚｃ＝ａ＋ｊ（ｂ－ｒ）
とも表される。
【００４８】
また、前述したコール－コールの円弧則により、任意の各周波数ωにおけるインピーダン
スベクトルは、次のように表される。
【００４９】
Ｚ（ω）＝Ｒｉｎｆ＋（Ｒｏ－Ｒｉｎｆ）／（１＋（ｊωτ）β）
ここで、Ｚ（ω）は、ωにおけるインピーダンスベクトル、τおよびβは定数。
さらに、τ＝１／ωｃとして、
Ｚ（ω）＝Ｒｉｎｆ＋（Ｒｏ－Ｒｉｎｆ）／（１＋（ｊω／ωｃ）β）
また、ここで
ωｃ＝２πＦｃ
である。これらのことと、求められた円弧上の点のデータから、Ｆｃおよびβの算出もで
きる（ステップＳ３７）。
【００５０】
次に、先に算出されたインピーダンスベクトル軌跡およびそれに関するパラメータである
、ＲｏおよびＲｉｎｆまたはＲｅおよびＲｉ、Ｚｃ、Ｆｃ等を基に、細胞外液量、細胞内
液量、細胞内外液の比、体水分量等を算出する（ステップＳ３８）。
【００５１】
第二に、グラフ表示機能について、図８およびＬＣＤ表示例である図１１を用いて説明す
る。グラフ表示キー４６が押されることにより開始される。本実施例の装置が待機状態に
あっても、グラフ表示キー４６が押されると、動作を開始し、グラフ表示へと移行する。
ただし、本実施例の装置が測定中の状態の場合は、グラフ表示機能は使用できない。グラ
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フ表示が開始された動作状態をグラフモードと呼ぶこととし、以下に説明を続ける。
【００５２】
グラフモードでは、メモリー番号キー４１、４２、４３または４４が押されることにより
、その押されたメモリー番号に対応したデータ等が、不揮発性メモリー５より読み出され
、処理され表示される。むくみ度の変化を示すグラフは、表示用ＬＣＤ４の下段に、また
、上段には選択されたデータの数値等が表示される。
【００５３】
表示例として図１１を示す。図１１は、メモリー番号１に記憶されたデータであり、上か
ら順に（ａ）は朝のデータグラフ、（ｂ）は１日のデータグラフ、（ｃ）は朝と１日を加
算したデータグラフである。
【００５４】
図１１の（ａ）では、基準である個人の設定データを基に算出された朝のむくみ度変化を
表し、この場合、前日の朝は基準値と比較して＋０．２％であったむくみ度が、今朝は０
．０％であることを表している。
【００５５】
図１１の（ｂ）では、朝から夕方までに発生したむくみである一日のむくみ度の変化を表
し、朝０．０％であったむくみ度が一日の活動を終えた時点では＋１．２％であることを
表している。
【００５６】
図１１の（ｃ）では、朝と一日の分を加算したむくみ度変化、つまり総合的なむくみの変
化を表し、この場合、基準値と比較して、前日はむくみ度が＋１．２％であったものが、
今日も同じく＋１．２％であることを表している。
【００５７】
それぞれの表示状態は、グラフ選択キー４７を押すことにより、順番に表示が切り替わる
。また、データ選択キー４８を押すことにより、グラフの下にある三角マークが移動し、
上段には、その三角マークが示すグラフデータの数値を表示する。グラフモードを終了す
るためには、再度グラフ表示キー４６を押す。
【００５８】
第三に、基準となる個人の設定データについて説明する。本実施例では、基準となる個人
の設定データ（以下、基準データと記述する）を設定するにあたり、２種類のモードがあ
る。一つは、一定期間のデータを基に一度設定された基準データを再度設定されるまで使
い続ける固定モードと、過去の一定期間のデータを基に基準データを自動的に更新してい
く自動モードである。
【００５９】
これらのモードの変更は、メモリーキー４１、４２、４３または４４を一定時間以上押し
続けることで行う。これにより、押されたメモリー番号に対応した設定変更モードとなり
、固定モードと自動モードの切り替え、および、個人の測定データ消去が行えるようにな
る。このとき、表示用ＬＣＤ４には、現在の設定を表す左上の固定および自動を示す三角
マーク、メモリー番号および下段のグラフのみが表示される。固定モードと自動モードの
切り替えは、固定／自動切替キーを兼ねるグラフ表示キー４６を押すことで切り替わる。
過去の測定データの消去は、データ消去キーを兼ねるデータ選択キー４８を押すことによ
り行われる。この設定変更モードは、メモリーキー４１、４２、４３または４４のどれか
を押すことにより終了する。
【００６０】
本実施例では、基準データ作成のための期間を５日間とし、以下にそれぞれについて説明
する。
１．固定モード
このモードでは、５日間の測定データを基に基準データを算出し、再度設定されるまで、
基準を変えない。この５日間は、不揮発性メモリ５に記録されている測定データが５日分
存在することを意味している。特に、本実施例の装置を最初に使用する場合は、この固定
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モードとなり、不揮発性メモリ５には、測定データが無いため、基準データ算出に必要な
測定データ個数を得るための期間は、決められた一定期間である５日間と一致する。従っ
て、１日目の測定では、基準となるデータがないため、グラフの表示は行えないが、基準
データ作成用データをそれぞれ平均し、基準データとして不揮発性メモリ５に記録する。
【００６１】
前記した設定変更モードにより、固定モードに変更した場合には、不揮発性メモリ５に記
録されている測定データが、幾日分あるかにより動作が異なるが、５日分以上のデータが
存在する場合には、その内の５日分のデータを基に算出される基準データで更新する。ま
た、その測定データが４日分以下であれば、仮の基準データで更新し、５日分のデータを
取り終えたところで、そのデータを基に算出される基準データで更新する。
２．自動モード
このモードでは、常に新しい５日間の測定データを基に基準データを算出し、基準を更新
する。その測定データが４日分以下であれば、仮の基準データで更新し、５日分のデータ
を取り終えたところで、そのデータを基に算出される基準データで更新する。
【００６２】
第四に、むくみ度の計算について説明する。むくみ度の計算は、第三番目において説明し
た基準となる個人の設定データ（以下、基準データと呼ぶ）を基に行われる。基準データ
を算出するために必要な一定期間は、それぞれの一日における、朝測定した生体電気イン
ピーダンスとその測定時刻および夕方または夜測定した生体電気インピーダンスと、その
測定時刻である。
【００６３】
本実施例では、基準データ作成期間を５日間として、その場合の基準値の計算について説
明する。
【００６４】
最初に、朝測定した生体電気インピーダンスデータの平均値Ｚａｍとその測定時刻の平均
値Ｔａｍおよび夕方または夜測定した生体電気インピーダンスＺｐｍとその測定時刻の平
均値Ｔｐｍを求める。
【００６５】
Ｚａｍ＝ΣＺａｉ／５　　　　（ｉ＝１，２，．．．５）
Ｚｐｍ＝ΣＺｐｉ／５　　　　（ｉ＝１，２，．．．５）
Ｔａｍ＝ΣＴａｉ／５　　　　（ｉ＝１，２，．．．５）
Ｔｐｍ＝ΣＴｐｉ／５　　　　（ｉ＝１，２，．．．５）
ここでは、Ｚａｉは、ｉ日目の朝の生体電気インピーダンス測定値、Ｔａｉは、ｉ日目の
朝の測定時刻、Ｚｐｉは、ｉ日目の夕方もしくは夜の生体電気インピーダンス測定値、Ｔ
ｐｉは、ｉ日目の夕方もしくは夜の測定時刻を表す。
【００６６】
さらに、朝と夕方もしくは夜の生体電気インピーダンス平均値の差Ｚａｐを求める。
【００６７】
Ｚａｐ＝Ｚａｍ－Ｚｐｍ
このＺａｐは、被測定者の朝と夕方もしくは夜の生体電気インピーダンス差の平均値であ
り、一日の中で発生する間質液の変動分の平均値を表している。従って、この値と日々の
測定データを比較することにより、間質液の変動分が通常より多いか少ないかを判定する
ことができる。すなわち、その個人のむくみ度という形で判定できることになる。
【００６８】
本実施例では、基準データとして、朝の生体電気インピーダンスの平均値Ｚａｍと朝と夕
方もしくは夜の生体電気インピーダンス平均値の差Ｚａｐ、および、それぞれの基準デー
タ測定時刻の平均値ＴａｍおよびＴｐｍを用いる。
【００６９】
これらの基準データを基に、朝および夕方もしくは夜の生体電気インピーダンス測定値か
ら、次のようなむくみ度を算出する。



(12) JP 4064028 B2 2008.3.19

10

20

30

40

50

【００７０】
朝の生体電気インピーダンス測定値をＺ１とし、朝のむくみ度Ｍ１を計算すると、
Ｍ１＝（Ｚ１－Ｚａｍ）／Ｚａｐ
これは、測定した朝の状態が、基準となる朝の状態よりもむくみのある状態か無い状態か
を表す。Ｍ１が正の値であれば、基準よりむくみが有り、負であれば、基準と比べてむく
んでいないことを表す。
【００７１】
さらに、夕方もしくは夜の生体電気インピーダンス測定値をＺ２とし、朝の測定値Ｚ１と
の差ΔＺを求める。
【００７２】
ΔＺ＝Ｚ１－Ｚ２
このΔＺは、朝と夕方もしくは夜の間での間質液の変動分を表し、一日のむくみを表すわ
けであるから、これから、一日のむくみ度Ｍ２は、
Ｍ２＝（ΔＺ－Ｚａｐ）／Ｚａｐ
で表される。Ｍ２が正の値であれば、基準よりむくみが有り、負であれば、基準と比べて
むくんでいないことを表す。
【００７３】
このように、本実施例により算出されるむくみ度は、個人の通常の生活状態における平均
的なむくみの量を基準として行われる。
【００７４】
ＴａｍおよびＴｐｍデータは、被測定者による測定時刻と比較されることにより、その測
定が、朝行われたのか、夕方もしくは夜行われたかの判定に使用される。
【００７５】
また、本実施例では、基準データとして間質液の平均変動値を用いることについて説明し
たのであるが、単純に、被験者の通常の生活状態における毎朝あるいは毎夜の生体電気イ
ンピーダンス値を複数回測定し、その平均値を基準として記憶しておき、その基準値と測
定された生体電気インピーダンス値とを比較することで、むくみの有無を簡易的に判定す
る構成とすることもできる。
【００７６】
以上、本実施例では、生体電気インピーダンスの測定により、個人のむくみ度を算出した
場合を示したが、実施の形態でも述べたように、計測される身体部分の間質液の変動量、
細胞外液の変動量もしくは体水分の変動量が求められるならば、その生体電気インピーダ
ンスを計測する方法は、単一周波数測定でも複数の周波数を用いてもよいし、算出するた
めに使用する数値としては、生体電気インピーダンス値、細胞内外液比または生体電気イ
ンピーダンス測定により得られる他のパラメータ値でもよい。
【００７７】
また、本実施例では、電極の構造として測定装置に設けられた２組の電極に、両足の裏が
接触する形態を挙げたが、本発明は、これに限ることなく、下肢の生体電気インピーダン
スが測定できるものであればよい。図１２は、そのような別の形の装置例を示すもので、
２組の電極対３１、３２および３３、３４を直接、片脚の脹脛に接触させる形態の測定装
置の外観を示すものである。このような装置であれば、最もむくみが現われ易い脹脛のみ
の生体電気インピーダンスを測定することが可能なので、他の測定形態に比べ、誤差要因
を低減することが可能であり、より正確にむくみの程度を判定できるものである。
【００７８】
【発明の効果】
本発明の身体疲労度判定装置によれば、身体の疲労度のめやすとなるむくみ度を生体電気
インピーダンス測定法により検出して記憶し、それら記憶したむくみ度に基づいて被験者
個人のむくみ度の基準値を求め、この基準値と現在の測定むくみ度と比較することにより
、疲労度を判定するものであるから、常に客観的に被験者個人個人に応じた正確な身体疲
労度の判定を行うことができる。
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【００７９】
また、過去のむくみ度を見ることで、体調の変化や疲労の蓄積度を推測できる。
【００８０】
また、測定電流として多周波の交流電流を用いた場合には、細胞内外液比からむくみの度
合を判断することができるので、体温による生体電気インピーダンスの変化に関係なく測
定が可能となる。
【００８１】
また、測定電流として単一の交流電流を用いた場合には、簡単な回路構成で装置を実現す
ることが可能であり、また、測定時間も短縮される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の原理を説明するため人体の組織内細胞の電気的等価回路を示す図である
。
【図２】本発明において用いる生体電気インピーダンス測定を説明するため人体の生体電
気インピーダンスベクトル軌跡を示す図である。
【図３】周波数０Ｈｚおよび周波数無限大と特性周波数の関係を表す図である。
【図４】むくみの人体変化を示す模式図である。
【図５】本発明の一実施例としての身体疲労度判定装置の概略外観図である。
【図６】図５の身体疲労度判定装置の構成を示すブロック図である。
【図７】図５の身体疲労度判定装置の測定器本体表示部の拡大図である。
【図８】図５の身体疲労度判定装置のコントロールボックスを示す正面図である。
【図９】図５の身体疲労度判定装置の表示用ＬＣＤの要部拡大図である。
【図１０】図５の身体疲労度判定装置における測定の手順のフローチャートを示す図であ
る。
【図１１】図５の身体疲労度判定装置における表示用ＬＣＤの表示例を示す図である。
【図１２】本発明の別の実施例を示す外観図である。
【符号の説明】
１　コントロールボックス
２　測定器本体
３　マイクロコントローラ
４　表示用ＬＣＤ
５　不揮発性メモリ
６　キースイッチ
７　外部入出力インターフェイス
８　ブザー
１０　マイクロコントローラ
１１　表示部
１２　不揮発性メモリ
１３　フィルタ
１４　電流出力回路
１５　基準抵抗
１６　測定電流供給電極
１７　測定電流供給電極
１８　差動増幅器
１９　電位測定電極
２０　電位測定電極
２１　差動増幅器
２２　重量センサー
２３　増幅回路
２４　切替器
２５　Ａ／Ｄ変換器
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２６　電池
２７　電源回路
２８　接続ケーブル
２９　信号線
３０　電源線
３１　第１のＬＥＤ
３２　第２のＬＥＤ
３３　第３のＬＥＤ
４１　メモリ番号キー
４２　メモリ番号キー
４３　メモリ番号キー
４４　メモリ番号キー
４５　体重測定キー
４６　グラフ表示キー
４７　グラフ選択キー
４８　データ選択キー

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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